
 

 

次世代モビリティサービス活用促進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、県内における高齢者等交通弱者の移動手段の確保、交通渋滞の緩和、地域公

共交通サービスの維持等の移動に係る課題に対応するため、次世代モビリティサービス活用

促進事業実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、市町村又は次世代モビリティサ

ービス事業を実施しようとする事業者が事業を実施するのに要する経費、及び次世代モビリ

ティサービス事業を実施しようとする事業者が事業を実施するのに要する経費に対し市町村

が補助する場合における当該補助に要する経費について、予算の定めるところにより補助金

を交付するものとし、その交付については大分県補助金等交付規則（昭和４３年大分県規則

第２７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、用語の定義は次に掲げるとおりとする。 

（１）「次世代モビリティサービス」とは、IoT、AI、5G、ビッグデータ等を活用することに

よって生まれる、デマンド型交通サービス、マルチモーダルサービス、パーソナルモビ

リティのシェアリングサービス、及び貨客混載サービス等の新たなモビリティサービス

をいう。 

（２）「事業実施主体」とは、大分県内の市町村又は次世代モビリティサービス事業を実

施しようとする事業者をいう。 

 

（補助対象経費及び補助率） 

第３条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助率については、別表のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 規則第３条第１項の規定による申請は、補助金交付申請書（第１号様式）によるもの

とし、次に掲げる書類を添付し、知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならな

い。 

（１）事業計画書（第２号様式） 

（２）収支予算書（第３号様式） 

（３）申請者の登記事項全部証明書の写し（法人の場合）又は住民票の写し（個人の場合） 

（４）積算の算定の根拠が確認できる設計書又は見積書等の写し 

（５）導入予定の設備等のカタログ等 

（６）その他知事が必要と認める書類 

２ 規則第３条第３項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は添付すべ

き書類のうち省略することのできるものは、同条第２項第１号、第２号及び第６号に掲げる

事項とする。 



 

 

３ 第１項の規定による申請書を提出するにあたって、事業実施主体について、当該補助金に

係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）仕入控除税額（補助対象経費に含

まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに

係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。

以下同じ。）がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時にお

いて当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

 

（補助条件） 

第５条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容又は経費の配分の変更（知事が定める軽微な変更を除く。）をする場合

は、補助事業変更承認申請書（第４号様式）を知事に提出し、その承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止（廃止）承認申請書（第５号様式）

を知事に提出し、その承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、  

速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

（４）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（現金）出納簿等の帳簿

及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起

算して５年間整備保管すること。 

（５）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に

規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない

こと。 

（６）この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下「財産」という。）は、

知事の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又

は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令」という。）に定められている財産につ

いては、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限

りではないこと。 

（７）財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効

率的な運用を図ること。 

（８）財産のうち、一件当たりの取得価格が５０万円以上のものを処分しようとするときは、

あらかじめ知事の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産については、

大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではな

いこと。 

（９）知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又



 

 

は一部を県に納付させることがあること。 

（10）第４条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第１１条の規定

による実績報告書の提出時に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった

ときは、これを補助金額から減額して報告すること。 

（11）第４条第３項ただし書きの規定により補助金の交付申請をした場合は、第１２条の規定

による補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係

る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額（前号の規定により減額した場合は、

その金額が減じた額を上回る部分の金額）を補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告

書（第６号様式）により速やかに知事に報告するとともに、当該金額を返還すること。 

（12）市町村長は、間接補助事業者に補助金の交付の決定をする際には、この項の第１号から

１１号までの条件を付すこと。この場合において「知事」を「市町村長」に、「県」を

「市町村」に読みかえるものとする。 

（13）その他、規則、実施要領及びこの要綱の定めに従うこと。 

２ 規則第５条第１項第１号の規定による知事の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変

更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。 

（１）補助金の交付目的に反しない事業内容の変更（事業量の２０パーセント以内の減少等） 

（２）補助対象経費の２０パーセント以内の増減 

 

（補助金の交付の決定） 

第６条 規則第６条の規定による通知は、補助金交付決定通知書（第７号様式）により行うも

のとする。 

 

（申請の取下げのできる期間） 

第７条 規則第７条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書

を受理した日から起算して１５日を経過した日までとする。 

 

（状況報告） 

第８条 規則第９条の規定による状況報告は、事業遂行状況報告書（第８号様式）によるもの

とし、次に掲げる書類を添付し、補助金の交付決定のあった日の属する年度の１０月末現在

の状況について、翌月の５日までに知事に提出しなければならない。 

  なお、補助金の交付決定のあった日が１０月以降の場合はこの限りではない。 

（１）契約書又は見積書の写し等 

（２）状況写真 

（３）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の交付方法） 

第９条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、知事が必要と認める場合は、  



 

 

概算払の方法により交付することができる。 

 

（補助金の交付請求） 

第１０条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、 

補助金交付請求書（第９号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１１条 規則第１２条の規定による実績報告は、事業実績報告書（第１０号様式）によるも

のとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して３

０日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の４月２０日の

いずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。 

（１）事業実績書（第１１号様式） 

（２）収支精算書（第１２号様式） 

（３）契約書又は見積書の写し（状況報告時に送付済みのものを除く。） 

（４）実証写真等 

（５）検査調書の写し 

（６）領収書又は請求書の写し 

（７）財産管理台帳の写し 

（８）間接補助事業の場合、間接補助事業者が補助事業者に対してする実績報告書の写し 

（９）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定通知） 

第１２条 規則第１３条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書（第１３号様式）によ

り行うものとする。 

 

（書類の提出部数等） 

第１３条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は１部とし、その様式及

び提出期限は、この要綱の本則に定めのあるもののほか、別に知事が定めるところによる。 

 

 附 則 

  この要綱は、令和４年度の予算に係る次世代モビリティサービス活用促進事業費補助金か

ら適用する。 

 

 

 

 

 



 

 

別表（第３条関係） 

補助対象経費及び補助率 

（１）直接補助事業の場合 

大分類 説明
（１） 設備備品費 　補助事業の実施に直接必要な物品に係る経費。

ア．製作又は購入の場合 　補助事業の実施に直接必要な物品の製作又は購入に
係る製造原価又は購入に要する経費。

イ．リース・レンタルの場合 　補助事業の実施に直接必要な物品をリース・レンタ
ルにより調達する場合に要する経費（補助事業のため
に直接必要であって、補助先又は第三者所有の実験装
置、測定機器その他の設備、備品等の使用料）。

　補助事業の実施に直接必要な物品の製作又は購入に
係る製造原価又は購入に要する経費。

　補助事業の実施に直接必要となる出張等での、事業
担当者の旅費（交通費、日当、宿泊費）、学会参加費
等であって、補助先の旅費規程等により算定された経
費。

　補助事業の実施に直接必要な知識、情報、意見等の
交換、検討のために設置する委員会等（シンポジウ
ム、セミナー、ワーキング・グループを含む）の開催
や運営に要した委員等旅費（交通費、日当、宿泊
費）。加えて、委員等が補助事業の実施に直接必要な
調査に要する、旅費（交通費、日当、宿泊費）、学会
参加費、その他経費等。

３　外注費 　補助事業に直接必要な装置のメンテナンス、データ
分析等の外注にかかる経費（業務請負費（ソフトウェ
ア外注費含む）、保守費及び改造修理費等）。

　補助事業の実施に直接必要な資料、成果報告書等の
印刷、製本に要した経費。

　補助事業の実施に直接必要な知識、情報、意見等の
交換、検討のために設置する委員会等（シンポジウ
ム、セミナー、ワーキング・グループを含む）の開催
や運営に要する会議費、会場借料、消耗品費、資料作
成費、その他の経費。
　補助事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの
送受信等の通信・電話料、及び機械装置等運送費等。

　補助事業の実施に直接使用する機器等の運転等に要
する電気、ガス及び水道等の経費。

（５） 設備施設料 　補助事業の実施に直接必要な設備、施設使用等に要
する経費。

　補助事業の実施に直接必要なものであって、他項に
掲げられた項目に該当しないが、特に必要と認められ
る経費。

補助対象経費
補助率

中分類
１　物品費

補助対象経費の
１／２以内とし、
上限額１００万円
とする。

（２） 消耗品費

２　旅費 （１） 旅費

（２）委員等旅費

（１） 外注費（業務請負費（ソフトウェア外注費含
む）、保守費、改造修理費等）

４　その他 （１） 印刷製本費

（２） 会議費

（３） 通信運搬費（通信費、機械装置等運搬費）

（４） 光熱水料

（６） その他（諸経費)

  

 

（２）間接補助事業の場合 

事業実施主体 補助対象経費 補助率 

次世代モビリティサービス事業を実施

しようとする事業者 

事業実施主体が事業を実施するのに要する経費に

対して、市町村が（１／２以上を）補助する場合

における当該補助に要する経費 

補助対象経費の１／２以内と

し、上限額１００万円とする。 

 間接補助事業の補助対象経費は、（１）の経費とする。 



 

 

第１号様式（第４条関係） 

 

年度次世代モビリティサービス活用促進事業費補助金交付申請書 

 

第     号 

年  月  日 

 

大分県知事          殿 

 

住 所             

氏 名            

 

    年度において、下記のとおり次世代モビリティサービス活用促進事業を実施したいので、

補助金      円を交付されるよう、次世代モビリティサービス活用促進事業費補助金交付要

綱第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 

 １ 事業の目的 

 

 

 

 ２ 事業完了予定年月日        年  月  日 

 

  

 ３ 添付書類 

（１）事業計画書（第２号様式） 

（２）収支予算書（第３号様式） 

（３）申請者の登記事項全部証明書の写し（法人の場合）又は住民票の写し（個人の場合） 

（４）積算の算定の根拠が確認できる設計書又は見積書等の写し 

（５）導入予定の設備等のカタログ等 

（６）その他知事が必要と認める書類



 

 

第２号様式（第４条関係） 

事 業 計 画 書 

プロジェクト名  

 

事業実施主体  

 

その他構成員 (県内に事業所を置く構成員には○を付けること) 

 

担当者名及び連

絡先 

所属（団体名・会社名等） 

役職 

氏名 

電話番号／ 

ファックス番号／ 

メールアドレス／ 

１．事業の実施体制 

 

２．解決したい地域課題 

 

３．解決手法（開発、導入しようとする製品・サービス等システムの内容） 

 



 

 

４．事業効果 

 

５．ビジネス性 

 

６．事業の具体的内容（実施スケジュール等） 

 



 

 

７．事業に要する経費 

項目 事業費 A+B 

（円） 

補助金 A 

（円） 

自己資金 B 

（円） 

備考 

補助対象経費 

（大分類） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

１ 物品費  

 

 

２ 旅費 

 

 

 

 

 

３ 外注費 

 

 

 

 

 

４ その他 

 

 

  

補助対象外経費 

 

 

  

合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別添 
 

 経費の内訳 

   
                                          （単位：円） 

 
補助対象経費 
（大分類） 

 
補 助 対 象 経 費 

     （中分類） 

 
積 算 内 訳 

       

 
備 考 

 
１ 物品費 
  

（１）設備備品費 
 

 
 

 
 

 
  

（２）消耗品費 
 

 
 

 
 

２ 旅費 
 

（１）旅費 
 

 
 

 
 

 
 

（２）委員等旅費 
 

 
 

 
 

３ 外注費 
 

（１）外注費（業務請負費（ソ

フトウェア外注費含む）、保守

費、改造修理費等） 

 
 

 
 

４ その他 
 

（１）印刷製本費 
 

 
 

 
 

 
 

（２）会議費 
 

 
 

 
 

 
 

（３）通信運搬費（通信費、機

械装置等運搬費） 
 

 
 

 
 

 
 

（４）光熱水料 
 

 
 

 
 

 
 

（５）設備施設料  
 

 
 

 
 

（６）その他（諸経費）  
 

 
 

 
合 計 

 
 

 
 

 
 

 
 （注） 積算の算定根拠（単価×数量等）を詳細に記載することとし、必要に応じて算定根拠が

確認できる設計書又は見積書等の写しを添付すること。 



 

 

第３号様式（第４条関係） 

 

収 支 予 算 書 

 

 １ 収 入                                                             （単位：円） 

項 目 予 算 額 備    考 

 

県費補助金 

市町村補助金 

自己負担金 

 

             

円 

 

計   

 

 

 ２ 支 出                                                        （単位：円） 

項 目 予 算 額 備    考 

 

 

                        円  

計   

 

 



 

 

第４号様式（第５条関係） 

 

年度次世代モビリティサービス活用促進事業変更承認申請書 

 

第     号 

年  月  日 

 

大分県知事          殿 

 

住 所           

氏 名           

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった  年度次世代モビリティサ

ービス活用促進事業について、下記のとおり変更したいので承認されるよう、次世代モビリティサ

ービス活用促進事業費補助金交付要綱第５条第１項第１号の規定により申請します。 

 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

 

 

 

 （備考） 

   以下、第１号様式の記の２以下に準じて作成するものとし、変更前と変更後が比較対照でき

るよう、変更部分を二段書きにし、変更前をかっこ書きで上段に記載すること。 

 

 

 



 

 

第５号様式（第５条関係） 

 

年度次世代モビリティサービス活用促進事業中止（廃止）承認申請書 

 

第     号 

年  月  日 

 

大分県知事          殿 

 

住 所     

氏 名           

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった  年度次世代モビリティサ

ービス活用促進事業について、下記のとおり中止（廃止）したいので承認されるよう、次世代モビ

リティサービス活用促進事業費補助金交付要綱第５条第１項第２号の規定により申請します。 

 

 

記 

 

 １ 中止（廃止）の理由 

 

 ２ 中止の期間（又は廃止の期日） 

 

 ３ 中止（廃止）後の措置 

 

 

 



 

 

第６号様式（第５条関係） 

 

年度次世代モビリティサービス活用促進事業費補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書                

 

第     号 

年  月  日 

 

大分県知事          殿 

 

住 所        

氏 名           

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった  年度次世代モビリティサ

ービス活用促進事業費補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したので、次世代モビリティサー

ビス活用促進事業費補助金交付要綱第５条第１項第１１号の規定により報告します。 

 

 

記 

 

 １ 補助金の額の確定額                 金         円 

（  年  月  日付け  第   号による額の確定通知額） 

 ２ 補助金の額の確定時に減額した消費税等仕入控除税額    金         円 

 

 ３ 消費税等の申告により確定した消費税等仕入控除税額  金         円 

 

 ４ 補助金返還相当額（３－２）             金         円 

 

 ５ その他 

（１）別紙を添付すること。 

（２）その他参考となる書類 

   消費税確定申告書の写し及びその添付書類（補助金に係るもの）を添付すること。 

 



 

 

別 紙 

 

年度次世代モビリティサービス活用促進事業費補助金に係る 

消費税等仕入控除税額集計表                   

 

                

                                                                       （単位：円） 

仕入に係る消費税額及び 

地方消費税額  （Ａ） 

 補 助 率 

       （Ｂ） 

仕入に係る消費税等仕入 

控除税額  （Ａ×Ｂ） 

備 考 

    

 

 （注）１「仕入に係る消費税額及び地方消費税額」欄は、補助対象経費に含まれる消費     

税等相当額のうち、消費税法の規定により、仕入に係る消費税額と当該金額に     

地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額を記載すること。  

２「仕入に係る消費税等仕入控除税額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税等     

相当額のうち、消費税法の規定により、仕入に係る消費税額として控除できる金     

額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に     

補助率を乗じて得た金額を記載すること。 

 

 



 

 

第７号様式（第６条関係） 

 

年度次世代モビリティサービス活用促進事業費補助金交付決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

            殿 

 

大分県知事       ㊞ 

 

 

    年  月  日付け  第   号で交付申請のあった  年度次世代モビリティサービ

ス活用促進事業費補助金については、下記のとおり交付することに決定したので、次世代モビリテ

ィサービス活用促進事業費補助金交付要綱第６条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 １ 補 助 対 象 経 費   金          円 

 

 ２ 補助金の交付決定額   金          円 

 

 ３ 補 助 条 件    （要綱第５条の規定を転記） 

 

 

 （備考） 

   要綱第５条第１項第１号の規定による補助事業変更承認申請書に基づき変更交付決定をする

場合は、この様式中「交付決定通知書」を「変更交付決定通知書」に、「交付申請」を「変更

承認申請」に、「交付」を「変更交付」にそれぞれ読み替えるものとし、記の１及び２につい

ては、変更前をかっこ書きで上段に記載すること。 

 



 

 

第８号様式（第８条関係） 

 

事 業 遂 行 状 況 報 告 書 

  

事 業 名 次世代モビリティサービス活用促進事業 

テーマ・地域課題 

 

申 請 者 

 

企 業 名 等： 

連 絡 担 当 者： 

電 話： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

Ｅ メ ー ル： 

期間（報告対象月）   年 月分～ 年１０月分 

対象期間の当初予定 ※）概要を簡潔に記載してください。 

対象期間の実施内容 ※）概要を簡潔に記載してください。 

今 後 の 予 定 ※）概要を簡潔に記載してください。 

問題点および対処内

容（該当する場合） 

 

備 考  

 

添付書類 

（１）契約書又は見積書の写し等 

（２）状況写真 

（３）その他知事が必要と認める書類 



 

 

第９号様式（第１０条関係） 

 

年度次世代モビリティサービス活用促進事業費補助金交付請求書  

 

第     号 

年  月  日 

 

大分県知事          殿 

 

住 所           

氏 名           

 

    年  月  日付け  第  号で交付決定通知のあった  年度次世代モビリティサー

ビス活用促進事業費補助金      円を精算払（概算払）の方法により交付されるよう、次世

代モビリティサービス活用促進事業費補助金交付要綱第１０条の規定により請求します。 

 

 

記 

 

補助金交付 

決定額 
既受領額 今回請求額 残 額 

事業完了予定 

(完了)年月日 
備 考 

         円      円          円           円   

 

 

 

 

   振込先     銀行    支店   （普通・当座）No. 

      名義（カナ） 



 

 

第１０号様式（第１１条関係） 

 

年度次世代モビリティサービス活用促進事業実績報告書 

 

第     号 

年  月  日 

 

大分県知事          殿 

 

住 所           

氏 名           

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった  年度次世代モビリティサ

ービス活用促進事業について、下記のとおり実施したので、次世代モビリティサービス活用促進事

業費補助金交付要綱第１１条の規定により、その実績を関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

 １ 事 業 の 効 果 

 

 ２ 事業完了年月日      年  月  日 

 

 ３ 添 付 書 類 

（１）事業実績書（第１１号様式） 

（２）収支精算書（第１２号様式） 

（３）契約書又は見積書の写し（状況報告時に送付済みのものを除く。） 

（４）実証写真等 

（５）検査調書の写し（間接補助事業の場合、市町村が実施した完了確認検査調書） 

（６）領収書又は請求書の写し 

（７）財産管理台帳の写し 

（８）間接補助事業の場合、間接補助事業者が補助事業者に対してする実績報告書の写し 

（９）その他知事が必要と認める書類 



 

 

第１１号様式（第１１条関係） 

 

事 業 実 績 書 

 

 １ 事業内容 

プ ロ ジ ェ ク ト 名  

テーマ・地域課題 

 

申 請 者 

 

企 業 名 等： 

所 在 地： 

代表者職氏名： 

連絡担当者職氏名： 

電 話： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

Ｅ メ ー ル： 

事 業 の 実 施 日 程 

開始  年  月  日 

完了  年  月  日 

※）線表等を用いて実施スケジュールを具体的に記載してください。 

事 業 成 果 

※）当該実証で得られた成果等について概要を記載してください。 

 

 



 

 

第１２号様式（第１１条関係） 

 

収 支 精 算 書 

 

 １ 収 入                               （単位：円） 

項 目 精 算 額 予 算 額 増 減 備    考 

 

県費補助金 

市町村補助金 

自己負担金 

 

     円          円         円  

計     

 

 

 ２ 支 出                               （単位：円） 

項 目 精 算 額 予 算 額 増  減 備    考 

 

 

         円          円         円  

計     

 

 



 

 

第１３号様式（第１２条関係） 

 

年度次世代モビリティサービス活用促進事業費補助金の額の確定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

            殿 

 

大分県知事       ㊞ 

 

 

    年  月  日付け  第   号で提出のあった  年度次世代モビリティサービス活

用促進事業実績報告書に基づき、  年  月  日付け  第   号による交付決定通知に係

る補助金の額       円については、金       円に確定したので、次世代モビリテ

ィサービス活用促進事業費補助金交付要綱第１２条の規定により通知します。 

 

 

 


